
み
な
さ
ん
に
は
、
人
生
の
う

ち
に
、
ど
う
し
て
も
や
り
た
い

こ
と
が
あ
り
ま
す
か
？

私
は
、
ス
キ
ー
で
す
。
も
う

少
し
正
確
に
言
う
と
、
ス
キ
ー

が
で
き
る
町
で
暮
ら
し
た
い
の

で
す
。

東
京
都
千
代
田
区
出
身
、
そ

し
て
開
業
先
は
江
東
区
門
前
仲

町
。
幼
少
期
は
こ
の
町
で
過
ご

し
て
い
た
の
で
〝
江
戸
っ
子
〞

で
す
。
仕
事
も
学
校
も
医
療
も

交
通
も
、
す
べ
て
が
整
っ
て
い

て
何
も
不
自
由
は
あ
り
ま
せ

ん
。
で
も
、
こ
こ
で
は
ス
キ
ー

が
で
き
な
い
の
で
す
（
笑
）。

◆
私
の
ス
キ
ー
人
生

私
の
ス
キ
ー
人
生
は
、
も
の

心
つ
い
た
時
に
は
始
ま
っ
て
い

ま
し
た
。
お
正
月
休
み
は
家
族

で
毎
年
ス
キ
ー
場
で
過
ご
し
て

い
て
、
昭
和
天
皇
崩
御
の
年
だ

け
は
、
雪
不
足
で
自
宅
で
年
を

越
し
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま

す
。
大
学
に
入
学
後
は
、
体
育

会
ス
キ
ー
部
に
所
属
し
、
ア
ル

ペ
ン
ス
キ
ー
に
転
向
し
ま
し

た
。
な
ん
と
言
い
ま
し
ょ
う
か

と
に
か
く
ず
っ
と
一
途
に
、
冬

は
ス
キ
ー
の
こ
と
だ
け
を
考
え

て
生
き
て
き
た
の
で
す
。
い

え
、
シ
ー
ズ
ン
が
終
わ
っ
て
も

次
の
シ
ー
ズ
ン
の
こ
と
を
考
え

た
り
し
て
、
ず
っ
と
で
す
。
２

シ
ー
ズ
ン
前
、
50
歳
で
デ
ン
タ

ル
（
全
日
本
歯
科
学
生
総
合
体

育
大
会
）
で
怪
我
な
く
滑
る
た

め
に
、
オ
フ
に
筋
ト
レ
し
、
ア

ル
ペ
ン
ス
キ
ー
の
ス
ク
ー
ル
で

３
カ
月
間
練
習
し
て
、
無
事
に

目
標
を
達
成
し
ま
し
た
。
そ
し

て
今
度
の
シ
ー
ズ
ン
も
同
じ
よ

う
に
過
ご
す
べ
く
、
オ
フ
ト
レ

に
励
ん
で
い
ま
す
。

◆
歯
科
の
現
実
を
…

さ
て
、
歯
科
の
こ
と
に
触
れ

な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
ね
。
私

の
ス
キ
ー
の
ホ
ー
ム
タ
ウ
ン
で

あ
る
越
後
湯
沢
に
は
、
個
人
開

業
の
歯
科
医
院
が
２
施
設
と
地

域
の
医
療
セ
ン
タ
ー
内
に
歯
科

口
腔
外
科
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

３
年
の
う
ち
に
２
施
設
が
閉
院

し
て
、
今
あ
る
う
ち
の
１
施
設

も
近
い
う
ち
に
お
そ
ら
く
…
。

歯
科
の
現
実
を
垣
間
見
る
よ
う

な
気
が
し
ま
し
た
。

人
口
は
８
千
人
、
観
光
業
で

生
き
て
い
る
町
で
す
が
、
年
々

過
疎
化
が
進

ん
で
い
ま

す
。
バ
ブ
ル

期
は
東
京
都

湯
沢
町
と
言

わ
れ
て
い
た

の
に
、残
念
。

湯
沢
に
友

だ
ち
が
増
え

る
た
び
に
言

わ
れ
ま
す
。「
湯
沢
で
歯
科
医

院
を
開
業
し
て
ほ
し
い
」
っ

て
。
山
国
な
ら
で
は
の
環
境
、

そ
し
て
過
疎
の
町
…
。
私
の
よ

う
な
新
参
者
が
い
き
な
り
開
業

で
き
る
訳
は
な
い
の
で
す
。
あ

と
５
年
、
私
に
は
３
人
の
子
ど

も
が
い
ま
す
の
で
、
高
校
卒
業

ま
で
の
あ
と
５
年
は
、
今
の
生

活
拠
点
を
移
す
こ
と
は
で
き
な

い
の
で
す
。
２
拠
点
生
活
に
し

て
バ
イ
ト
で
、
と
も
考
え
ま
し

た
が
、
受
け
入
れ
て
は
も
ら
え

ま
せ
ん
で
し
た
。

ど
う
し
た
ら
良
い
の
か
、
最

近
は
そ
の
こ
と
ば
か
り
考
え
て

い
ま
す
。

ど
な
た
か
レ
ン
タ
ル
歯
科
医

院
、
作
っ
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん

か
。
も
ち
ろ
ん
、
全
開
で
お
手

伝
い
し
ま
す
！

ご
検
討
い
た
だ
け
た
ら
と
思

い
ま
す
。

阿部  菜穂
（理事／江東区）

どうしてもやりたいこと
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特別企画「今年の漢字 特別企画「今年の漢字 ２０２５２０２５」応募結果発表」応募結果発表

高 騰
熊

　たくさんのご応募をいただきま
した「今年の漢字２０２５」ですが、
今年は『高』が他を引き離して１位。
『騰』と『熊』の２字が同率２位とな
りました。
　『高』を挙げた理由は、「診療所の

人件費高騰、物価高騰、理事長の高負担。高市早苗首相の経済対策への
高期待感」「物価高騰、高市早苗」「物価や賃金が高いため」などがあり、
〝高騰〟の『高』に続き、『騰』までもが上位に付けました。
　また、『熊』は、今年秋から北日本を中心に田畑や市街地にまで出没し、
多大な人的被害も発生。緊急銃猟に踏み切るに至った事態に、「自然との
共存を考えさせられた」などの理由が挙げられました。

  

第
４
回
メ
デ
ィ
ア
懇
談
会
を
開
催

健
康
保
険
証
廃
止
と
医
療
Ｄ
Ｘ
な
ど
テ
ー
マ

健
康
保
険
証
廃
止
と
医
療
Ｄ
Ｘ
な
ど
テ
ー
マ

協
会
は
11
月
14
日
、
第
４
回

メ
デ
ィ
ア
懇
談
会
を
開
催

し
、
健
康
保
険
証
の
廃
止
に
伴

う
現
場
の
課
題
に
つ
い
て
意
見

交
換
を
行
っ
た
。

◆
部
分
的
な
Ｄ
Ｘ
は

　
か
え
っ
て
混
乱
を
招
く

説
明
に
当
た
っ
た
山
本
鐵
雄

副
会
長
は
、
厚
生
労
働
省
が
社

保
の
健
康
保
険
証
に
つ
い

て
、
有
効
期
限
が
終
了
し
た
後

も
２
０
２
６
年
３
月
末
ま
で
使

用
で
き
る
暫
定
措
置
を
示
し
た

こ
と
を
説
明
。
マ
イ
ナ
保
険
証

の
利
用
率
は
依
然
と
し
て
約
37

％
に
と
ど
ま
り
、
健
康
保
険
証

廃
止
に
よ
る
医
療
機
関
の
負
担

増
加
は
避
け
ら
れ
な
い
と
の
見

方
を
示
し
た
。
質
疑
で
は
、
医

療
Ｄ
Ｘ
の
必
要
性
に
つ
い
て
も

議
論
が
及
び
、
山
本
副
会
長
は

「
高
齢
患
者
は
お
薬
手
帳
で
十

分
。
部
分
的
な
Ｄ
Ｘ
は
か
え
っ

て
混
乱
を
招
く
」
と
の
考
え
を

明
か
し
た
。

ま
た
、
政
府
内
で
検
討
が
進

む
Ｏ
Ｔ
Ｃ
類
似
薬
の
保
険
適
用

除
外
の
問
題
も
議
題
に
。
メ
デ

ィ
ア
側
か
ら
「
患
者
が
医
師
・

歯
科
医
師
の
処
方
で
は
な
く
自

己
判
断
で
薬
を
選
ぶ
事
態
が
生

じ
、
服
薬
管
理
が
困
難
に
な

る
」
な
ど
の
懸
念
が
表
明
さ
れ

た
。
山
本
副
会
長
は
、「
患
者

の
不
利
益
に
な
る
こ
と
を
強
い

る
よ
う
な
問
題
に
対
し
て
、
協

会
は
反
対
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
強
調
し
た
。
さ
ら
に
、

こ
う
し
た
議
論
が
官
僚
主
導
で

進
め
ら
れ
、
医
療
現
場
と
患
者

サ
イ
ド
の
声
が
置
き
去
り
に
さ

れ
て
い
る
と
し
、
そ
の
是
正
を

求
め
た
。

こ
の
日
は
、
メ
デ
ィ
ア
３
社

３
名
が
参
加
。
司
会
は
広
報
・

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
部
の
小
林
顕
部

長
が
務
め
、
物
価
高
騰
や
２
０

２
６
年
度
診
療
報
酬
改
定
に
向

け
た
緊
急
決
起
集
会
な
ど
も
議

題
に
懇
談
し
た
。

メディア（左）の質問に答える山本鐵雄副会長（右）

２０２５２０２５年年１２１２月月２２日からの資格確認日からの資格確認
資格確認方法 ２０２５年 ２０２６年

１２１２月月２２日～日～ ～～３３月末月末 ４４月～月～

　従来の健康保険証のすべての有効期限が切れる　従来の健康保険証のすべての有効期限が切れる２０２５２０２５年年

１２１２月月２２日以降の対応について、厚生労働省は日以降の対応について、厚生労働省は1111月月1212日に日に

新たな通知を発表しました。ここでは通知などの情報をもと新たな通知を発表しました。ここでは通知などの情報をもと

に、に、1212月月２２日以降の資格確認の対応についてまとめました。日以降の資格確認の対応についてまとめました。

歯科医院の窓口対応で参考にしてください。歯科医院の窓口対応で参考にしてください。

有効期限切れ有効期限切れ
資格確認書やマイナ保険証などが資格確認書やマイナ保険証などが

ない場合に単独でオンライン資格確認可ない場合に単独でオンライン資格確認可
（（２０２６２０２６年年３３月末まで）月末まで）健康保険証健康保険証

有効期限なし（有効期限なし（５５年に一度電子証明書の更新が必要）年に一度電子証明書の更新が必要）
マイナ保険証マイナ保険証

有効期限有効期限５５年以内（各保険者が設定）年以内（各保険者が設定）
資格確認書資格確認書

健康保険証健康保険証 マイナンバーカードに導入したマイナ保険証マイナンバーカードに導入したマイナ保険証
12月12月２２日からの資格確認方法日からの資格確認方法

顔認証顔認証
マイナンバーカードマイナンバーカード
（暗証番号認証・不可）（暗証番号認証・不可）

顔認証顔認証

Q.「有効期限切れの健康保険証」や「資格情報のお
知らせ」による資格確認の特例はいつまで適用か。

Q. 患者がマイナ保険証のみ持参して来院したが、顔
認証付きカードリーダーで読み取りができず、資格確
認ができない場合はどうしたらよいか 。

Q. 患者がスマートフォンのマイナ保険証のみを持参
してきたが、当院はスマートフォンのマイナ保険証は
対応していない。どのように資格確認を行えばよいか。

顔写真のない顔写真のない
マイナンバーカードマイナンバーカード
（顔認証・目視確認モード不可）（顔認証・目視確認モード不可）

通常の通常の
マイナンバーカードマイナンバーカード

A. マイナ保険証の読み取りができない場合は、マイナ保険
証原本の確認と併せて、紙またはスマートフォンなどで「資
格情報のお知らせ」を確認し、オンライン資格確認を行い
ます。「資格情報のお知らせ」が確認できない場
合は「被保険者資格申立書」の記入をしていただ
きます。詳細は協会ウェブサイトから「これから
の窓口対応 きほんのマニュアル」をご確認くだ
さい。

A. スマートフォンのマイナ保険証の読み取りに対応してい
ない場合は、患者さんにスマートフォンでマイナポータル
にログインしてもらい、「資格情報のお知らせ」を提示し
てもらうことで資格確認を行って良いとされています 。

A. 資格確認書やマイナ保険証を持っていない患者の「有効
期限切れの健康保険証」や「資格情報のお知らせ」が、単
独で資格確認をすることを認められているのは、２０２６
年３月末までです。

資格情報のお知らせ
氏名　　　＿＿＿＿＿＿
生年月日　＿＿＿＿＿＿
資格取得年月日　＿＿＿＿＿＿
保険者番号　＿＿＿＿＿＿
保険者名称　＿＿＿＿＿＿

資格情報の資格情報の
お知らせお知らせ

（2026年3月末まで単（2026年3月末まで単
独でも資格確認可）独でも資格確認可）

マイナ保険証マイナ保険証 マイナ保険証マイナ保険証

＋＋
マイナ保険証マイナ保険証

＋＋ ＋＋

 

 

別紙様式

被保険者資格申立書

有効な保険証の交付を受けており、医療保険等の被保険者資格について、下記の
通り申し立てます。
※ 以下の各項目に可能な範囲で記入いただき、□には、あてはまる場合に「✓」を記入してください。なお、本申立

書に記入いただいた情報は、医療機関等の診療報酬請求等に必要な範囲でのみ使用し、診療報酬請求等の請求・支払

等に係る必要な事務を終えた段階で、速やかに廃棄します。

１ 保険証等に関する事項

保険証の有無 □有効な保険証の交付を受けている

保険種別 □社保 □国保 □後期 □その他 □わからない

保険者等名称

事業所名※１

保険証の交付

を受けた時期

□１か月以内 □それより前 □わからない

わかる範囲でご記入ください。

一部負担金の

割合※２ □３割 □２割 □１割 □わからない

※１ 保険種別で社保（保険者が健康保険組合、共済組合、全国健康保険協会の場合）、国保（保険者が国民健康保険

組合の場合のみ）、その他（自衛官・公費単独医療の場合）、わからないの□に「✓」を記入された場合は、事業所名

（お勤め先の会社名等）の記入をお願いします。

※２ 歳以上の方、または後期高齢者医療の被保険者の方は、一部負担金の割合についてもご記入ください。なお、

ご記入いただいた一部負担金の割合が実際と異なっていた場合、後日、保険者から差額を請求等させていただく

場合があります。

２ マイナンバーカードの券面事項等

氏名

（フリガナ）

生年月日 □明治 □大正 □昭和 □平成 □令和 年 月 日

性別 □男 □女

住所

※３ マイナンバーカードの券面に記載された住所以外の居所がある場合はこちらにご記入ください。

※４ マイナンバーカードの券面に記載された氏名、生年月日、性別、住所をそのまま記入いただくとともに、氏名の

フリガナも併せてご記入ください。また、マイナンバーカードの券面に記載された住所以外の居所がある場合は、

住所欄に併せてご記入ください。

年 月 日

署名 （患者との関係※５： ）

連絡先電話番号
※５ 患者との関係 欄は、保護者の方等が署名された場合にご記入ください。

被保険者被保険者
資格申立書資格申立書

マイナポータルマイナポータル
の資格情報画面の資格情報画面
（PDFも含む）（PDFも含む）

マイナ保険証が使えない時マイナ保険証が使えない時（＊）（＊）の資格確認方法の資格確認方法
１ ２

資格確認書資格確認書
（カード型以外のハガキ型や（カード型以外のハガキ型や
A4型Web版の場合もあり）A4型Web版の場合もあり）

３

マイナ保険証
搭載のスマホ搭載のスマホ

４

※　オンライン資格確認システムが未導入の医療機関は、　　　　　　の方法で資格確認を行います。１ ２ ３ ４

マイナ保険証が読み取りできない場合に資格確認可マイナ保険証が読み取りできない場合に資格確認可

資格情報のお知らせ
氏名　　　＿＿＿＿＿＿
生年月日　＿＿＿＿＿＿
資格取得年月日　＿＿＿＿＿＿
保険者番号　＿＿＿＿＿＿
保険者名称　＿＿＿＿＿＿

資格情報の資格情報の
お知らせお知らせ

資格確認書やマイナ保険証などが資格確認書やマイナ保険証などが
ない場合に単独でオンライン資格確認可ない場合に単独でオンライン資格確認可

（（２０２６２０２６年年３３月末まで）月末まで）


